
香川県社協資料 

権利擁護に関する動きについて 

１ 第二期成年後見制度利用促進基本計画について（厚生労働省資料より） 

（１）基本的な考え方 

 ○ 地域共生社会の実現に向けて、権利擁護支援を推進する。 

○ 成年後見制度の利用促進は、全国どの地域においても、制度の利用を必要とする人が、尊

厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を整備して、本人の地域社会への参

加の実現を目指すものである。以下を基本として成年後見制度の運用改善に取り組む。 

・本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用とすること。 

・成年後見制度を利用することの本人にとっての必要性や、成年後見制度以外の権利擁護

支援による対応の可能性も考慮された上で、適切に成年後見制度が利用されるよう、連携

体制等を整備すること。 

・成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実すること。任意後見制度や補助・保佐

類型が利用される取組を進めること。不正防止等の方策を推進すること。 

○ 福祉と司法の連携強化により、必要な人が必要な時に、司法による権利擁護支援などを

適切に受けられるようにしていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 香川県における取組 

（１）１７市町に中核機関の設置 

（２）１７市町社協で、日常生活自立支援事業、法人後見の実施 

（３）市民後見人の育成と活躍支援 

（４）専門職団体（弁護士、司法書士、社会福祉士）の協力体制 

    ・・・かがわ後見ネットワークや各市町の審議会、ネットワークへの専門職の参画 

       個別の事例への対応 

（５）頼れる身寄りのいない方等に関する取組 

   ・高松市社協「見守りあんしんサポート事業」 

   ・琴平町社協「まるっと安心サービス」 

   ・多度津町社協・多度津町・・・ガイドラインの作成 

※他の市町においても、社会福祉施設、医療機関、行政、社協等とで協議が進められている。 

 

３ 身寄りのない高齢者等への対応について（別添資料） 

 

 

 

 


